
 みなと大通り及び横浜文化体育館周辺道路再整備の検討について 

（２）現市庁舎街区活用事業 

令和元年９月に事業予定者が決定し、事業予定者は、三井不動産 

株式会社を代表に、鹿島建設株式会社、京浜急行電鉄株式会社、第 

一生命保険株式会社、株式会社竹中工務店、株式会社ディー・エ 

ヌ・エー、東急株式会社、株式会社関内ﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(星野ﾘｿﾞｰﾄ子

会社)で構成。事業は、拠点整備だけでなく、その効果を周辺地域 

に波及させるため、回遊性を高める歩行者動線の整備や交通機能の 

導入、広場整備などを予定しています。 

（令和７年下期開業予定）

２ みなと大通り及び横浜文化体育館周辺道路再整備の検討内容について 

（１）事業概要（「関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン」（抜粋）（令和２年１月公表）

関内側エリア及び関外側エリアともに、「国際的な産学連携」「観光・集客」の実現に向けた大

規模施設の立地が続き、来街者の増加による、地区の更なる賑わい創出が期待されます。 

こうした大規模施設が面する「みなと大通り」及び「横浜文化体育館へのアクセス動線」は、連

続する１つの路線であり、各施設間の回遊性を向上させるとともに、大通り公園や日本大通りをつ

なぐ緑の軸線などとあわせて、関内側エリアと関外側エリアとの一体性を向上させる重要な動線で

す。 

一方、現状は車道が広く路上駐車が目立つとともに、既設の自転車歩行者道は狭く、また将来の

来街者の増大も見据えると、交差点部においては歩行者溜まりも十分とはいえない状況です。 

このため、車道幅を狭めて歩行者・自転車通行空間を拡充する等、沿道利用状況を踏まえながら

既存道路空間の再整備を行い、安全で快適な歩行者ネットワークの強化・拡充を図っていきます。

また、通りに面して店舗を誘導する等、沿道の連続的な賑わいの創出を図っていきます。 

（１）教育文化センター跡地活用事業

「学校法人関東学院」により、3,300 名を超える学生が学ぶキャンパスが創設され、ホール、 

ブックカフェ、デジタル図書室等、一般利用可能な施設が開放されます。（令和４年４月開校予定）

１ 関内駅周辺地区の主な動向について 

（３）横浜スタジアム増築・改修

 施設の老朽化や収容人数不足、また2020年の東京オリンピックに

おける野球等の主会場になる予定であることを踏まえ、既存席数を

増設するなど、横浜スタジアムが改修されます。 

（令和２年３月供用開始予定） 

(４)横浜文化体育館再整備事業

メインアリーナは約5,000席、サブアリーナは約3,500席が設置され、これまでの市民利用に加え、

新たに大規模なスポーツ大会・コンサートなどの興行利用や武道館としての利用を予定しています。

（サブアリーナ：令和２年７月、メインアリーナ：令和６年４月供用開始予定）

▲関東学院新キャンパス完成予想図 ▲地域に開かれたキャンパス ▲ホール

▲現市庁舎街区活用イメージ

▲横浜スタジアム完成予想図

▲サブアリーナ完成予想図▲メインアリーナ完成予想図 ▲メインアリーナ活用イメージ

（イベント利用時）

（２）事業スケジュール（予定）

平成 30 年度 交通量調査、現状調査、道路再配分案検討、関係機関協議

令和元年度  測量、基本設計、関係機関協議

令和２年度  社会実験、詳細設計、関係機関協議

令和３年度から５年度 工事

令和６年度　 事業効果測定
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（３）道路再整備の検討について

※本資料の内容は、検討中のものであり、今後の関係機関との協議により変更する可能性があります。

①区間１：みなと大通り（横浜税関前交差点～市庁舎前交差点の区間）

車線を４車線から３車線に減らし、歩道拡幅および自転車通行帯の整備を検討しています。 

海に向かって左側の沿道には、飲食店や商店が並び、賑わいの創出などが期待できるため、片側に広

くまとまりのある歩行空間を整備することを検討しています。 

②区間２：現市庁舎街区と横浜公園間（市庁舎前交差点～関内駅南口交差点の区間）

現市庁舎街区と横浜公園間は、自動車交通量が多く、車線数を減らすことができないため、現市庁舎

街区活用事業において、みなと大通りに面する側に、既設歩道と一体となる有効幅員 1.5ｍ以上の歩道

状空地を整備する こととしています。 

③区間３：関内駅南口交差点と不老町交差点の区間

関内・関外地区の接続強化を図るため、関内駅南口交差点および不老町交差点について、横断歩道の

増設等を検討します。 

 

④区間４：横浜文化体育館へのアクセス動線（不老町交差点～長者町３丁目交差点の区間）

 車道の車線幅を縮小し（１車線 5.5ⅿから 3.0ⅿに変更）、歩道拡幅および自転車通行帯の整備を検

討しています。 

海に向かって右側の沿道には、横浜文化体育館メインアリーナ等が立地します。イベント時に利用者

の滞留空間を確保することや、賑わいの創出を図るため、片側に広くまとまりのある歩行空間を整備す

ることを検討しています。 

⑤区間５：伊勢佐木町商店街や石川町方面の軸線強化（万代町２丁目交差点～扇町３丁目交差点）

関外地区の回遊性、賑わいの形成を図るため、伊勢佐木町商店街や石川町方面の軸線強化とし

て、車道の一方通行化による歩行者空間の拡充を検討します。 

現況 

横浜地方裁判所などが 

立地する側 
横浜開港記念会館などが 

立地する側 

整備イメージ（横浜開港記念会館などが立地する側にまとまりの歩行空間を整備する案） 

現況 

整備イメージ（横浜文化体育館などが立地する側にまとまりのある歩行空間を整備する案） 

横浜文化体育館などが 

立地する側 

日之出川公園などが 

立地する側 

区間 4 区間 3 

区間 2 

区間１ 

区間５ 

＜整備イメージ（大通り公園方面への一方通行規制とする案）＞ ＜現況＞ 




